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2009 年 12 月 22 日 達 第 73 号 
登録規則細則の一部を改正する達 
 
「登録規則細則」の一部を次のように改正する。 

 
付録 1 を次のように改める。 
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付録 1  申込書の書式例 
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附  則 
 

1. この達は，2009 年 12 月 22 日から施行する。 
 

 
 


